
別紙２

再生可能エネルギーを活用した発電施設の建設に関する指導要領について

根室市では、市内において実施される下記の再生可能エネルギー施設の建設事業

に関し、事業者に対し事業計画の段階において建設に伴う規制条件や根拠法令等を

明確にし、市民生活の保全や自然環境保全、景観形成等の観点から、事業者が自主的

に遵守すべき事項等を定めた指導要領を策定しております。

・風力発電施設建設に関する指導要領（2025 年 3 月改訂）

・太陽光発電施設建設に関する指導要領（2023 年 6 月策定）

令和 5年 6月 29 日以降に建設工事に着手する場合は、事業計画書等の根室市への届

出が必要になります。

令和 7年 3月 1日に施行された防衛・風力発電調整法により、陸上の電波障害防止

区域において風力発電設備を設置等する場合は、工事着手の前に、防衛大臣への届

出が必要となります。

電波障害防止区域内であっても、風力発電設備の場所や高さによっては設置等が可

能な場合があるほか、同区域外や洋上であっても、自衛隊等の運用に影響を及ぼす

可能性があることから、事業計画の初期段階で防衛省に事前相談を行うようお願い

します。

指導要領の対象となる発電施設

①風力発電施設

市内において事業実施される風力発電施設及びその付帯施設を対象

②太陽光発電施設

太陽光を電気に変換するための設備（太陽光パネル等）及びその附帯設備で定格

出力 10kw 以上の発電施設（同一の届出者が複数の発電施設を近接して設置するなど、

実質的に一つの場所への設置と認められる場合は、一つの発電施設とみなす。）をい

う。ただし、建築物（屋根置き設備を含む。）に該当するものは除く。



指導要領における遵守事項

（1）規制条件

· 事業予定区域における各種法律・条例の遵守

· 国及び北海道が策定する各種ガイドラインの遵守

· 地域住民との合意形成があるもの

（2）事前調査の実施

· 事業予定区域における建設前の事前調査（動植物、景観、騒音・振動、電波障

害、環境影響）の実施。

（3）事業計画書の届出

· 計画の概要が明らかになった時点における、事業計画書(市指定様式）の届出。

（4）事業に係る事前説明会等の実施及び結果報告

· 関係機関や地域住民等への事前説明会の実施。

· 地域住民等への説明報告書（市指定様式）の届出。

（5）事後調査実施等の報告・事故等が発生した場合の報告

· 建設完了後、障害等が発生した場合については、根室市に対し速やかに書面を

もって報告するとともに、適正に処理することとする。

· 事業者は、施設に破損、事故等が発生したとき、又は施設に起因した騒音、振

動、電波等の障害について、地域住民等から連絡があったときは、その内容及

び対応方針等を根室市に速やかに報告し、適切に対応するものとする。

（6）発電設備の撤去、処分に関する事項

· 発電事業が終了した場合や発電設備を廃止する場合は、その場所に放置するこ

となく、速やかに撤去し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令等

に基づき、適切な処分を行うこと。

· 発電事業の終了後、発電設備を撤去するまでの間、感電防止等の安全性確保の

ため、第三者が発電設備に近づかないよう適切な措置を行うこと。

· 発電設備を撤去した場合は、その跡地について、そのまま放置せず適切な措置

を行うこと。

指導要領を遵守しない事業者への対応について

指導要領に基づく手続きによらず建設または事業を実施していることが発覚した

ときは、根室市が調査等を行い、その結果、悪質と認められる場合は、事業者名を

公表します。


